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栃木市獣害対策設備設置費補助金について 

イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル等の野生獣による農林業被害を受けている方が、

自分の農地を守るため、ワイヤーメッシュ柵や電気柵を設置する場合に、栃木市から補

助金を交付します。 

申請要件、補助金額等については以下のとおりです。 

交付の対象者 ①市内に住所を有する方 

②農業を営む、耕作面積が１０ａ以上の個人の方 

③市税の滞納がない方 

④同一年度内にこの補助金を受けたことがない方 

補助対象事業 これまでに、この補助金を受けていない５ａ以上の農地に獣害対策

設備を設置する事業 

補助の対象と

なる獣害対策

設備（侵入防止

柵） 

金網柵 目合が１０cm 以下のもの 

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵 目合が１０cm 以下で、ワイヤー径が４ミリ以上のもの

電気柵 電気用品安全法適合品であること 

ネット 獣害専用のネットで目合いが１０cm 以下のもの 

対 象 野 生 獣 イノシシ、ニホンザル、ニホンジカ及びその他の野生獣（※1） 

補助対象経費 獣害対策設備及びその資材の購入に要する経費（設置手間、経費等

は含まれません） 

補 助 金 額  補助対象経費の２分の１の額（１，０００円未満の端数がある場合

はこれを切り捨てた額）と、下記上限額のいずれか低い額が補助金額

となります。 

      ・イノシシ対策設備        ５万円 

 ※上限額  ・シカ、サル対策設備      １０万円 

       ・その他の野生獣対策設備（※1）    ５万円 

申 請 方 法 上記要件に該当する方で補助金を希望する場合、設備を設置する 

２０日前までに、所定の様式（※2）に事業計画、予算額等を記入し 

下記申請先に提出してください。 

詳しくは下記問合せ先にご相談ください。 

備 考 年度ごとの予算内で補助金を交付しますので、予算額を超えた場合

は終了となります。 

申 請 先 

（問合せ先） 

・本庁農林課農林整備担当 電話 0282(21)2557 

・大平総合支所産業振興課 電話 0282(43)9212 

（※1） その他の野生獣には「ハクビシン」等を含みます。 

（※2） 所定の様式は、上記申請先に用意してあります。 
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